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平
成
一
〇
年
三
月
二
五
日
と
五
月
一
三
日
の
二
回
に
わ
た
り
、
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
財
団
法
人
交
通
遺
児
育

英
会
（
以
下
、
育
英
会
と
い
う
）
へ
の
天
下
り
問
題
、
内
部
の
混
乱
と
変
質
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
状
況
は
、
二
回
に
わ
た
る
国
会
議
論
を
ね
じ
曲
げ
、
更
に
育
英
会
の
運
営
は
混
迷
を
深
め
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
育

英
会
の
運
営
が
正
常
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
立
場
か
ら
、
以
下
の
質
問
を
行
う
。 

一 

育
英
会
の
理
事
会
・
評
議
員
会
の
定
数
割
れ
に
つ
い
て 

3 

平
成
六
年
六
月
に
武
田
豊
会
長
が
辞
任
し
て
以
来
、
今
日
ま
で
会
長
職
は
空
席
の
ま
ま
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
を
総
務

庁
は
ど
う
考
え
る
か
。 

2 

理
事
会
お
よ
び
評
議
員
会
の
ど
ち
ら
も
定
数
を
欠
い
た
状
況
は
、
正
常
に
運
営
さ
れ
て
い
な
い
極
め
て
異
常
な
状
況
、

あ
り
得
る
べ
か
ら
ざ
る
状
況
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。 

1 

育
英
会
の
寄
付
行
為
に
定
め
る
理
事
会
の
定
数
は
一
五
人
か
ら
二
五
人
で
あ
り
、
評
議
員
会
の
定
数
は
一
〇
〇
人
か
ら

一
五
〇
人
で
あ
る
が
、
現
在
は
理
事
が
一
四
人
、
評
議
員
は
九
四
人
と
聞
い
て
い
る
が
、
間
違
い
は
な
い
か
。 

財
団
法
人
交
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遺
児
育
英
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す
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主
意
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さ
ら
に
、
育
英
会
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
平
成
九
年
三
月
二
五
日
の
第
五
六
回
理
事
会
に
お
い
て
、
「
本
人
が
承
諾
し
た 

三 

 



 

5 

平
成
六
年
四
月
一
日
に
、
宮
崎
清
文
氏
が
育
英
会
の
理
事
長
に
就
任
し
て
以
来
四
年
六
か
月
に
な
る
が
、
こ
の
間
に
、

い
わ
ゆ
る
「
あ
て
職
」
交
代
や
死
亡
な
ど
に
よ
る
退
任
を
除
く
辞
任
は
、
理
事
一
一
人
、
評
議
員
五
八
人
、
監
事
二
人
の

多
数
を
占
め
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
辞
任
が
、
宮
崎
氏
が
理
事
長
職
に
あ
る
時
期
に
集
中
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い 

4 

平
成
九
年
七
月
か
ら
平
成
一
〇
年
三
月
ま
で
の
九
か
月
の
長
期
に
わ
た
り
、
二
人
か
ら
三
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
監
事

が
定
数
割
れ
し
て
一
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
今
回
、
評
議
員
会
が
定
数
割
れ
し
て
か
ら
三
か
月
、
理
事
会
が
定
数
割
れ
し

て
か
ら
一
か
月
が
経
過
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
長
期
に
わ
た
り
定
数
割
れ
の
状
況
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
長
期
に

わ
た
り
問
題
を
放
置
・
先
送
り
す
る
業
務
執
行
は
、
宮
崎
清
文
理
事
長
、
穴
吹
俊
士
専
務
理
事
ら
執
行
部
が
責
務
を
ま
っ

と
う
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
総
務
庁
と
し
て
は
ど
う
考
え
る
か
。 

場
合
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
会
長
に
互
選
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
」
と
三
鬼
彰
氏
を
条
件
付
き
で
会
長
に
互
選
し
、
宮

崎
理
事
長
が
「
三
鬼
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
話
し
合
い
を
す
る
」
と
の
約
束
を
し
た
。
し
か
し
、
宮
崎
理
事
長
は
三
鬼

氏
と
は
話
し
合
い
を
し
て
い
な
い
。
穴
吹
専
務
理
事
に
会
長
就
任
を
打
診
す
る
よ
う
指
示
し
た
の
み
で
、
穴
吹
専
務
理
事

も
三
鬼
氏
に
電
話
の
一
本
を
し
て
い
な
い
と
聞
く
。
こ
の
事
実
を
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。 

も
し
、
事
実
関
係
を
掌
握
し
て
い
な
い
場
合
は
、
直
ち
に
調
査
し
て
報
告
と
と
も
に
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

二 

育
英
会
へ
の
「
天
下
り
」
、
総
務
庁
に
よ
る
「
育
英
会
乗
っ
取
り
」
問
題
に
つ
い
て 

3 

「
総
務
庁
内
部
資
料
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
年
一
月
に
「
総
務
庁
か
ら
も
理
事
を
送
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
平
成
三 

2 

平
成
一
〇
年
五
月
一
三
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
「
育
英
会
理
事
の
改
選
の
経
緯
と
題
す
る
総
務
庁
内

部
資
料
（
別
紙
添
付
）
」
は
当
時
の
長
澤
孝
治
交
通
安
全
対
策
室
参
事
官
補
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

そ
の
内
容
は
、
「
①
総
務
庁
か
ら
も
理
事
を
送
り
込
む
。
②
課
長
ク
ラ
ス
を
送
り
込
む
。
③
文
部
省
、
運
輸
省
、
厚
生
省 

 
 

の
次
官
経
験
者
の
若
返
り
を
お
願
い
す
る
。
④
常
任
理
事
の
交
替
に
は
的
場
次
官
、
橋
本
大
蔵
大
臣
の
了
解
が
必
要
。
」 

 

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
「
総
務
庁
内
部
資
料
」
は
、
総
務
庁
が
育
英
会
へ
理
事
を
送
り
込
む
こ
と
を
考
え
、
そ
の
た
め
に 

 
 

は
、
各
省
庁
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
と
、
総
務
庁
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

1 

育
英
会
の
現
理
事
長
で
あ
る
宮
崎
清
文
氏
は
、
元
総
理
府
総
務
副
長
官
で
あ
り
、
現
総
務
庁
交
通
安
全
対
策
室
の
初
代

室
長
で
あ
り
、
同
室
在
職
経
験
者
が
つ
く
っ
て
い
る
任
意
団
体
「
総
交
会
」
会
長
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
間
違
い

な
い
か
。 

る
。
多
く
の
理
事
・
監
事
・
評
議
員
の
辞
任
を
招
き
、
定
数
割
れ
を
引
き
起
こ
し
た
宮
崎
理
事
長
の
責
任
は
極
め
て
大
き

い
と
思
う
が
、
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。 

五 

 



 

4 

育
英
会
の
穴
吹
専
務
理
事
は
、
本
年
八
月
末
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
噂
の
！
東
京
マ
ガ
ジ
ン
」
の
取
材
に
対
し
て
、
「
武
田
豊
会

長
、
石
井
栄
三
理
事
長
が
、
宮
崎
氏
に
理
事
就
任
を
要
請
し
た
」
「
理
事
の
選
任
は
一
部
の
新
聞
報
道
の
よ
う
に
総
務
庁 

 

が
計
画
し
た
も
の
で
も
な
く
、
省
庁
間
調
整
を
図
っ
た
結
果
で
も
な
い
」
旨
の
回
答
を
し
た
上
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
へ
の
回
答
文
書

の
写
し
を
、
専
務
理
事
名
で
育
英
会
の
理
事
・
監
事
・
評
議
員
に
送
付
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

年
三
月
中
旬
、
総
務
庁
交
通
安
全
対
策
室
長
の
徳
宿
恭
男
室
長
か
ら
宮
崎
清
文
氏
を
理
事
に
す
る
こ
と
と
総
理
府
総
務
庁

か
ら
職
員
を
課
長
（
待
遇
）
で
採
用
す
る
よ
う
、
久
木
常
任
理
事
に
指
導
・
要
請
が
あ
っ
た
。
三
月
下
旬
に
は
、
現
衆
議

院
議
員
・
山
本
孝
史
君
が
育
英
会
の
事
務
局
長
と
し
て
、
平
成
三
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
の
事
前
協
議
に
出
席
し
た

席
上
で
、
育
英
会
と
し
て
総
務
庁
の
指
導
・
要
請
を
受
け
入
れ
る
発
言
を
、
久
木
常
任
理
事
が
し
た
。
以
上
の
事
実
を
本

人
か
ら
確
認
を
と
っ
て
い
る
。
宮
崎
氏
が
育
英
会
の
理
事
に
就
任
し
た
の
は
、
総
務
庁
が
平
成
三
年
一
月
に
、
総
務
庁
か

ら
育
英
会
に
理
事
を
送
り
込
む
こ
と
を
決
め
、
三
月
に
育
英
会
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
結
果
だ
と
考
え
て
い
い
か
。 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
育
英
会
は
決
算
行
政
監
視
委
員
会
の
議
事
内
容
を
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
議
論
を
承
知

の
上
で
、
議
論
を
覆
す
公
式
見
解
は
、
国
会
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
る
。
総
務
庁
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
へ
の
育
英
会
回
答
文
書
の

指
摘
部
分
の
内
容
が
妥
当
だ
と
考
え
る
か
。 

六 

 



 

6 

前
項
二
の
5
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
元
総
理
府
総
務
副
長
官
で
総
交
会
会
長
が
理
事
長
に
就
任
し
、
そ
の
理
事
長
が
総 

5 

宮
崎
氏
が
理
事
に
就
任
し
た
翌
平
成
四
年
に
、
い
わ
ゆ
る
「
総
務
庁
内
部
文
書
」
に
あ
る
と
お
り
、
総
務
庁
Ｏ
Ｂ
が 

 

「
課
長
ク
ラ
ス
」
と
し
て
育
英
会
に
就
職
し
、
そ
の
後
、
宮
崎
氏
が
理
事
長
に
な
る
と
事
務
局
次
長
、
参
事
役
と
昇
格 

 
 

し
、
育
英
会
の
事
務
局
幹
部
と
し
て
育
英
会
を
牛
耳
っ
た
。
定
年
退
職
の
後
任
は
総
務
庁
交
通
安
全
対
策
室
の
Ｏ
Ｂ 

 

（
「
総
交
会
」
メ
ン
バ
ー
）
が
就
い
た
。
そ
の
者
は
、
平
成
八
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
頃
、
監
査
法
人
か
ら
「
不
必
要
な 

 
 

当
局
の
介
入
」
と
監
査
報
告
書
に
書
か
れ
る
よ
う
な
行
為
に
関
わ
り
、
か
つ
平
成
九
年
八
月
に
は
、
五
十
嵐
元
交
通
安
全

対
策
室
長
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
て
、
育
英
会
管
理
職
会
議
（
Ｉ
Ｋ
Ｋ
）
な
る
管
理
職
組
合
を
結
成
し
、
育
英
会
を
混
乱

に
陥
れ
、
平
成
一
〇
年
七
月
末
日
に
六
五
歳
で
定
年
退
職
に
至
っ
た
。 

し
か
る
に
、
宮
崎
理
事
長
は
、
育
英
会
事
務
局
の
大
反
対
を
押
し
切
り
、
過
去
三
〇
年
の
事
務
局
の
人
事
決
裁
ル
ー
ル

を
無
視
し
て
、
そ
の
定
年
退
職
の
「
総
交
会
」
メ
ン
バ
ー
に
、
平
成
一
〇
年
八
月
一
日
付
で
手
書
き
の
「
嘱
託
採
用
辞 

 
 

令
」
を
発
行
し
、
現
在
、
事
務
局
に
も
属
さ
な
い
理
事
長
個
人
の
私
兵
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
聞
く
。
事
務
局
を
無
視
す

る
宮
崎
理
事
長
・
穴
吹
専
務
理
事
の
育
英
会
運
営
に
よ
っ
て
、
事
務
局
は
大
混
乱
に
陥
り
、
職
員
の
士
気
が
著
し
く
低
下

し
て
い
る
と
聞
く
。
総
務
庁
は
こ
の
事
実
を
掌
握
し
て
い
る
か
。
こ
の
運
営
を
総
務
庁
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。 

七 

 



 

7 

育
英
会
の
速
記
録
的
な
議
事
録
を
読
む
と
、
宮
崎
理
事
長
、
穴
吹
専
務
理
事
ら
は
、
育
英
会
の
運
営
に
関
す
る
理
事
の

発
言
を
遮
り
、
議
事
が
混
乱
す
る
場
面
を
多
く
見
か
け
る
。
さ
ら
に
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
理
事
が
資
料
の
提
出
を

要
求
し
て
も
拒
否
し
た
り
、
理
事
の
文
書
質
問
に
誠
実
に
答
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
執
行
機
関
と
し
て
理
事
の
審

議
権
、
運
営
権
を
侵
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
運
営
に
よ
っ
て
理

事
会
は
機
能
し
な
い
状
況
と
な
り
、
ひ
い
て
は
宮
崎
理
事
長
、
穴
吹
専
務
理
事
の
独
裁
運
営
と
な
っ
て
い
る
と
聞
く
。
総

務
庁
は
、
育
英
会
の
理
事
会
が
正
常
に
機
能
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
現
在
の
育
英
会
の
理
事
会 

 

は
、
議
決
方
法
、
議
決
内
容
、
議
決
結
果
に
つ
い
て
出
席
理
事
が
共
通
の
認
識
を
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
、
正
常
に
理

事
会
が
機
能
し
て
い
な
い
状
況
で
は
な
い
か
。
総
務
庁
の
認
識
は
ど
う
か
。 

交
会
メ
ン
バ
ー
を
事
務
局
幹
部
に
据
え
た
り
、
事
務
局
に
属
さ
な
い
理
事
長
個
人
直
属
の
特
命
職
員
（
職
制
規
程
に
定
め

の
な
い
職
員
）
に
据
え
た
り
し
て
、
育
英
会
を
牛
耳
る
実
態
を
見
聞
き
す
る
。
こ
う
し
た
運
営
を
、
三
月
二
五
日
の
決
算

行
政
監
視
委
員
会
で
「
育
英
会
へ
の
天
下
り
・
乗
っ
取
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
た
が
、
な
ん
ら
改
善
が
な

さ
れ
て
い
る
様
子
も
な
く
、
む
し
ろ
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
。
私
か
ら
「
天
下
り
・
乗
っ
取
り
」
と
指

摘
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
状
況
だ
と
考
え
る
が
、
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。
私
の
指
摘
に
対
す
る
反
論
も
求
め
る
。 

八 

 



 

三 

不
明
朗
な
運
営
と
そ
の
責
任
に
つ
い
て 

2 

多
く
の
国
民
の
寄
付
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
育
英
会
の
性
格
を
考
え
た
と
き
、
無
駄
遣
い
が
指
摘
さ
れ
た
り
、
社 

1 

「
無
給
の
は
ず
の
理
事
長
に
多
額
の
手
当
と
ハ
イ
ヤ
ー
代
の
支
給
」
「
三
年
間
で
三
千
万
円
も
の
弁
護
士
費
用
の
支 

出
」
「
個
人
の
裁
判
の
会
合
費
の
支
出
」
「
仕
事
も
な
い
の
に
、
職
員
・
嘱
託
に
採
用
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
無 

 
 

 

駄
遣
い
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
無
駄
遣
い
の
是
正
と
責
任
の
追
及
は
、
育
英
会
の
私
的
自
治
で
行
わ
れ
る
べ
き

で
は
あ
る
が
、
総
務
庁
は
現
執
行
部
は
私
的
自
治
・
自
浄
能
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。 

8 

宮
崎
清
文
氏
が
理
事
に
就
任
し
た
平
成
三
年
以
後
、
血
気
盛
ん
だ
っ
た
育
英
会
は
内
紛
続
き
と
な
り
、
寄
付
者
の
期
待

を
裏
切
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
平
成
一
〇
年
五
月
二
八
日
の
理
事
会
お
よ
び
評
議
員

会
に
始
ま
り
、
七
月
一
日
の
臨
時
理
事
会
、
七
月
一
六
日
の
理
事
・
評
議
員
懇
談
会
に
於
い
て
、
宮
崎
理
事
長
と
穴
吹
専

務
理
事
に
対
し
て
辞
任
要
求
の
声
が
出
て
お
り
、
七
月
一
六
日
の
理
事
・
評
議
員
懇
談
会
に
出
席
し
た
理
事
・
評
議
員 

 

（
執
行
部
三
人
を
除
く
）
一
一
人
の
内
六
人
が
辞
任
を
要
求
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
理
事
・
評
議
員
か
ら
辞
任
要
求
が
出

て
い
る
事
実
も
あ
り
、
か
つ
総
務
庁
が
宮
崎
氏
の
理
事
就
任
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
考
え

あ
わ
せ
れ
ば
、
総
務
庁
は
宮
崎
理
事
就
任
以
前
に
戻
す
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

九 

 



 

四 
学
生
寮
「
心
塾
」
の
運
営
に
つ
い
て 

2 

Ｔ
Ｂ
Ｓ
放
映
の
中
で
、
「
余
っ
て
い
る
な
ら
、
他
の
困
っ
て
い
る
遺
児
を
学
生
寮
に
入
れ
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
」
と

交
通
遺
児
の
寮
生
た
ち
が
発
言
し
て
い
た
。
寄
付
に
よ
る
多
額
の
資
金
で
建
設
し
、
多
額
の
運
営
費
が
か
か
っ
て
い
る
。

入
寮
者
が
増
え
て
も
運
営
費
は
さ
ほ
ど
上
昇
し
な
い
し
、
現
に
災
害
遺
児
が
一
人
入
っ
て
い
る
と
聞
く
。
交
通
遺
児
の
権

利
を
侵
さ
な
い
程
度
で
他
の
遺
児
の
入
寮
を
許
可
す
る
こ
と
は
検
討
で
き
な
い
の
か
。
施
設
を
有
効
に
使
わ
な
い
の
は
、

反
社
会
的
行
為
と
も
言
え
る
。
総
務
庁
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。 

1 

平
成
一
〇
年
八
月
九
日
に
放
映
さ
れ
た
Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
噂
の
！
東
京
マ
ガ
ジ
ン
」
に
よ
れ
ば
、
育
英
会
が
経
営
す
る
学
生
寮

は
、
定
員
二
一
二
人
の
と
こ
ろ
に
四
八
人
し
か
入
寮
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
育
英
会
の
決
算
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
九

年
度
の
学
生
寮
運
営
費
は
一
億
円
余
で
、
一
人
当
た
り
運
営
費
は
約
二
二
〇
万
円
に
も
の
ぼ
る
。
年
間
寮
費
は
二
〇
万
円

で
あ
る
か
ら
、
一
人
に
つ
き
二
〇
〇
万
円
が
給
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
年
間
の
大
学
奨
学
金
（
私
立
特
別
貸
与
）

七
二
万
円
の
貸
与
を
考
え
る
と
、
同
じ
奨
学
生
に
対
す
る
教
育
援
助
と
し
て
は
格
差
が
有
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
総

務
庁
の
見
解
を
求
め
る
。 

会
的
な
問
題
に
な
る
よ
う
な
運
営
を
直
ち
に
是
正
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
総
務
庁
は
ど
う
考
え
る
か
。 

一
〇 

 



 

     

3 

穴
吹
専
務
理
事
が
、
学
生
寮
「
心
塾
」
の
塾
長
を
し
て
い
た
平
成
九
年
六
月
一
九
日
に
、
心
塾
勤
務
職
員
に
よ
っ
て
、

「
先
輩
は
君
達
後
輩
の
指
導
に
当
た
り
特
定
の
思
想
を
う
え
つ
け
て
い
る
と
①
思
う
②
思
わ
な
い
③
そ
の
他
」
と
い
う
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
た
。
公
益
法
人
が
経
営
す
る
学
生
寮
で
、
こ
う
し
た
思
想
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
政
府
は

承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
調
査
の
実
施
を
ど
う
考
え
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 

な
お
、
穴
吹
専
務
理
事
が
塾
長
就
任
の
一
年
半
の
間
に
、
思
想
調
査
だ
け
で
な
く
数
々
の
問
題
が
起
き
、
学
生
か
ら
塾

長
解
任
の
お
願
い
が
出
る
な
ど
混
乱
し
、
今
も
学
生
の
不
信
感
は
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
く
。 
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